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公の施設管理運営については、平成１５年６月に地方自治法が改正され、教育委員

会等が指定する指定管理者が公の施設の管理を代行することができるようになりまし

た。この指定管理者制度は、多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的に対応す

るため、公の施設の管理に民間の力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るととも

に、経費の節減等を図ることを目的としています。 

あきる野市教育委員会では、あきる野市体育施設及び公民館において、この地方自

治法の改正を受けて、平成２５年４月から指定管理者制度を導入することにしました。 

次のとおり募集いたしますので、この「あきる野市体育施設及び公民館指定管理者募

集要項」（以下「募集要項」という。）に基づき申請をしてください。  

 

１ 対象施設の概要 

  ・秋川体育館 

（１）対象施設の名称及び位置              

名 称 秋川体育館  

位 置 あきる野市二宮６８３番地  

（２）対象施設の概要  

規模等の詳細については「あきる野市体育施設及び公民館指定管理業務仕様

書」（以下「仕様書」という。）を参照してください。 

（３）施設使用料収入の実績  

     平成２３年度施設使用料   ６,８８８,２００円 

     平成２２年度施設使用料   ６,６４７,３９０円 

     平成２１年度施設使用料   ４,３７０,７００円 

（４）施設運営管理経費の実績 

     平成２３年度管理運営経費 ２３,５８２,２４０円 

     平成２２年度管理運営経費 ２６,５５１,４００円 

     平成２１年度管理運営経費 ３１,１０７,４７５円 

※職員（２名）の人件費を除く。 

※市が直営で行った場合の人員配置（参考） 

     係長職１人 主任職１人 

 

 ・中央公民館 

（１）対象施設の名称及び位置              

名 称 中央公民館 

位 置 あきる野市二宮６８３番地 

（２）対象施設の概要  

規模等の詳細については、仕様書を参照してください。 

（３）施設使用料収入の実績  

     平成２３年度施設使用料   ６,５９３,２１７円 

     平成２２年度施設使用料   ５,７３５,５１３円 
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     平成２１年度施設使用料   ５,９７７,７９６円 

（４）施設運営管理経費の実績 

     平成２３年度管理運営経費 １９,６０４,０９１円 

     平成２２年度管理運営経費 ２０,８１７,３５９円 

     平成２１年度管理運営経費 ２８,２６９,９３０円 

※公民館管理運営経費内庁用車維持管理費と事務機器等借上料内事務室内コピ

ーレンタル料を除く 

※職員（１人）の人件費を除く。 

※市が直営で行った場合の人員配置（参考） 

     主任職１人 

 

２ 設置目的 

・秋川体育館 

施設は、あきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例第１条の規定に基づき、

体育、スポーツ及びレクリエーションの普及振興を図り、市民の健康で文化的な生

活の向上に寄与することを目的として設置しています。 

・中央公民館 

  施設は、あきる野市公民館の設置及び管理に関する条例第１条の規定に基づき、

設置されています。 

 

３ 指定管理者が行う業務の範囲 

・秋川体育館 

指定管理者は、対象施設の運営及び維持管理に係る業務を行います。具体的な内

容は、仕様書を参照してください。 

（１）業務の範囲 

ア 施設の利用承認及び利用料の徴収に関すること。 

   イ 利用承認の変更及び取消しに関すること。 

ウ 施設の利用に伴う利用者への便宜の寄与に関すること。 

エ 施設、設備・物品等の維持管理及び安全に関すること。 

オ 施設の簡易修繕に関すること。 

カ スポーツ事業に関すること。 

   キ その他管理運営に関し、教育委員会が必要と認めること。 

（２）業務に係る条件 

ア 開館日 

開館日は、通年とします。 

ただし、あきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例第５条に規定す

る休業日は除きます。詳細は仕様書を参照してください。 

イ 業務内容 

仕様書を参照してください。 
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・中央公民館 

指定管理者は、対象施設の維持管理に係る業務を行います。具体的な内容は仕様

書を参照してください。 

（１）業務の範囲 

ア 施設の利用承認及び利用料の徴収に関すること。 

    イ 利用承認の変更及び取消しに関すること。 

ウ 施設の利用に伴う利用者への便宜の寄与に関すること。 

エ 施設、設備及び物品等の維持管理及び安全に関すること。 

オ 施設の簡易修繕に関すること。 

   カ その他維持管理に関し、教育委員会が必要と認めること。 

（２）業務に係る条件 

ア 開館日 

開館日は、通年とします。 

ただし、あきる野市公民館の設置及び管理に関する条例第５条に規定する

休業日は除きます。詳細は仕様書を参照してください。 

イ 業務内容 

仕様書を参照してください。 

 

４ 自主事業の提案 

・秋川体育館 

（１）「自主事業」とは、施設の設置目的に沿って指定管理者が独自に企画し、行う

事業です（仕様書８ページ４（１）イを参照）。市民サービスの向上に効果的、

かつ効率的な自主事業の提案をしていただきます。なお、事業に要する経費につ

いては、指定管理者の自己財源（講座等の参加者負担金などを含む。）で賄うも

のとします。 

（２） 自主事業の提案は、提出書類の事業計画企画提案書及び自主事業収支計画書

（書式は任意）により提案してください。 

（３） 提案された自主事業の内容や実施については、全て教育委員会と協議の上、

決定します。 

  

５ 利用料金に関する事項 

利用料の収入は、地方自治法第２４４条の２第８項の規定により利用料金制度を採

用します。 

  

６ 指定の期間 

   平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日まで（５年間） 

  

７ 応募者の参加資格要件等 

（１）施設に防火管理者の資格を有する人員が配置できること。 
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（２）施設の管理運営を安全かつ円滑に行える法人その他の団体（以下「団体」と

いう。）であること。 

（３）団体又は代表者が、次に掲げるいずれにも該当しないこと。 

     ア 地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当する者 

     イ 申請期間において、あきる野市の指名競争入札の指名の停止の措置を受け

ている者 

ウ 法人の場合は、最新の営業年度の法人税、消費税及び地方消費税、法人事

業税並びに法人住民税を滞納している法人。団体の場合は、代表者の最新

の所得税、消費税及び地方消費税、個人事業税並びに個人住民税を滞納し

ている者 

エ 会社更生法に基づく更正手続又は民事再生法等に基づく再生手続開始の申

立て等がなされている者 

オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号から第５号

までに規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員及びそれらの利

益となる活動を行う団体 

カ あきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

第２条の規定に該当しない団体 

 

８ 応募の手続等 

（１）募集要項、仕様書、あきる野市体育施設及び公民館指定管理者選定要領（以

下「選定要領」という。）の配布  

ア 配布期間：平成２４年１０月５日（金）から平成２４年１１月１４日（水）      

まで 

      ※土曜日、日曜日及び祝日を除く。  

      イ 配布時間：午前９時から午後５時まで 

      ウ 配布場所：あきる野市教育部スポーツ推進課スポーツ推進係 

（あきる野市二宮６８３番地 秋川体育館内） 

エ その他 ：募集要項、仕様書及び選定要領は、あきる野市ホームページか

らダウンロードできます。  

（２）説明会の開催  

    ア 日  時：平成２４年１０月１２日（金）午前９時３０分から  

    イ 場  所： 中央公民館（全体説明・施設現場案内） 

    ウ 注意事項：説明会に参加される方は、１団体につき２人までとさせていた

だきます。 

エ 申込方法：参加を希望される団体は、１０月１０日（水）までに別紙１「体

育施設及び公民館指定管理者募集説明会参加申込書」により、メ

ール又はＦＡＸにて申し込んでください。  

（３）質疑・回答について 

      １０月１５日（月）から１０月２９日（月）までの間、別紙２「体育施設及
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び公民館指定管理者質問票」によりメール又はＦＡＸにて質問を受け付けます。

受け付けた質問は、随時回答します。 

ア 質問への回答については、あきる野市ホームページで公表します。 

イ 回答が遅れる場合は、別途連絡します。 

（４）応募書類の提出 

  次の書類を各１３部作成し、提出してください。なお、そのうち、正本１部

に事業者名を記載し、副本１２部（審査用）は事業者名を記載しないでくださ

い。 

ア 申請に必要な書類 

① 指定管理者指定申請書（別紙３ 様式第１号） 

あきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規

則第３条第１項に規定する申請書 

② 事業運営に関する計画書等 

     ・ 事業計画及び企画提案書（様式は任意） 

提案書に具体的に記載 

     ・ 収支計算書（様式は任意） 

事業年度（４月１日から翌年３月３１日まで）ごとに区分し、「指定

管理業務の実施に係る具体的な経費項目、積算根拠」「指定管理者に支

払う対象の経費とするもの」「消費税」などに留意し、５年分を作成 

・ 主催事業、自主事業、共催事業収支計算書（様式は任意） 

事業年度（４月１日から翌年３月３１日まで）ごとに区分し、「主催

事業、自主事業及び共催事業の実施に係る具体的な経費項目、積算根拠

など」「指定管理者に支払う対象の経費とするもの」「消費税」などに

留意し、５年分を作成 

・ 人員配置計画書（別紙４） 

管理運営上の適正な人員配置とするもの 

③ 事業者の概要、財務状況等に関する提出書類 

・ 事業者概要（様式は任意） 

団体の沿革（時系列で記載し、事業内容も具体的に記載）、代表者の

履歴、役員名簿（他の法人との兼職者があるときは、その旨も記載）、

団体の運営に関する資料（経営理念・方針、経営の効率化・透明性の確 

保、管理体制などが分かる内容のもの）及び施設管理運営の実績 

・ 定款・寄附行為、規約その他これらに相当する書類（様式は任意） 

       最新のもの 

     ・ 法人登記事項証明書又は法人登記簿謄本等 

法人の場合は現在事項全部証明書、法人格を有しない団体の場合は、

団体の代表者の身分証明書（申請の日前３か月以内に発行されたもの） 

     ・ 印鑑証明 

申請の日前３か月以内に発行されたもの 
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     ・ 財務関係書類（様式は任意） 

指定管理者指定申請書を提出する日の属する事業前年度を含む過去３

か年の経営成績や財政状況等を明らかにするための財務諸表（貸借対照

表、損益計算書及び株主資本等変動計算書又はこれに類する書類） 

     ・ 納税証明書等（過去１年分） 

法人税（その１納税額等証明用・法人格を有しない団体の場合は、団

体の代表者の所得税の納税証明書）、消費税及び地方消費税（その１納

税額等証明用）、法人事業税（法人格を有しない団体の場合は、必要な

し）並びに法人住民税（法人格を有しない団体の場合は、団体の代表者

の個人住民税の納税証明書） 

   イ 提出期間及び提出時間 

①提出期間：平成２４年１１月５日（月）から平成２４年１１月１５日（木）                          

まで（厳守）※土曜日及び日曜日を除く。 

②提出時間：午前９時から午後４時まで ※正午から午後１時までの間を        

除く。 

   ウ 提出方法：指定管理者指定申請書に必要書類を添えて、秋川体育館に直接

持参してください。郵送等の提出や提出期限を過ぎた場合は受理

しません。また、市が必要と認めた場合は、必要に応じて追加の

資料提出を求める場合もあります。 

   エ 提出部数：１３部（正本１部、副本１２部） 

   オ その他 ：申請に要する経費は、申請者の負担とします。提出された書類

はお返ししません。 

（５）応募書類の提出先 

あきる野市教育部スポーツ推進課スポーツ推進係（あきる野市二宮６８３番

地秋川体育館内） 

（６）提出書類・審査に関する情報公開 

提出書類は、あきる野市情報公開条例に基づき、情報公開対象文書になりま

す。 

 

９ 指定管理者の選定方法  

（１）資格審査（書類審査） 

    提出書類を基に、教育委員会（教育部スポーツ推進課）において、「７応募

者の参加資格要件等」に基づき、次の審査項目についての資格審査（書類審査）

を行う。 

次に該当する申請は資格がないものとします。 

ア 資格要件を欠くもの、又は提出書類に不備があるもの  

イ 提出書類に虚偽の記載があったもの 

ウ その他選定に係る不正行為があったもの 
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（２）第１次審査及び第２次審査 

市が設置するあきる野市指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）

において、評価基準に基づき第１次審査及び第２次審査を行う。なお、申請団

体が、少数の場合には、第１次審査は実施しないものとする。 

ア  第１次審査 

提出書類を基に、選定委員会において評価を行い、各委員の評価合計を集

計した総合得点の高い団体から第１次審査の通過者を選定する。 

   【評価基準】 

① 管理運営の基本方針 

② 法令遵守及び環境への配慮 

③ 団体の経営状況・運営実績         

④ 受託への意欲及び熱意 

⑤ 施設管理の計画 

⑥ 安全管理への対応  

⑦ 社員等の育成及び利用者等への対応 

⑧ 人員配置の計画 

⑨ 人員確保の取組 

⑩ 年間事業計画の基本方針及び自主事業の提案 

⑪ 地域団体等の育成及び市民との協働・連携した事業展開など  

⑫ 指定管理料の提案額  

⑬ 施設の管理及び事業運営経費の収支計画の妥当性  

イ 第１次審査の結果の通知 

第１次審査の結果を申請者全員に通知するとともに、第１次審査を通過し

た団体には、第２次審査について通知する。 

   ウ 第２次審査 

選定委員会において、提出書類とプレゼンテーションを基に、プロポーザ

ル方式で総合的に審査を行い、秋川体育館及び中央公民館の設置目的を最も

効果的に達成することができると認められる者を候補者として選定する。  

エ 選定結果の通知 

    ① 選定結果は、第２次審査の対象者に書面で通知する。 

   ② 選定の公平性及び透明性を図るため、応募団体名、評価結果（総合得点、

順位等）をあきる野市ホームページで公表（第１次審査を含む。）する。 

 

１０ 指定管理者の選定後の手続  

（１）仮協定書の締結  

指定管理者の候補者を決定後、仮の協定書を締結します。 

（２）市議会の議決  

指定管理者の候補者を選定後、指定に関する議案を提出し、市議会の議決を

受けます。ただし、議決を受けるまでの間に指定管理者の候補者を指定管理者
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に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたときには、指定管理

者の候補者の選定を取り消すことがあります。  

なお、議決を受けることができなかった場合において、指定管理者の候補者

が支出した費用等については、補償しないことをご了承ください。  

（３）本協定の締結  

指定管理者との本協定締結は、市議会の議決後に行います。  

（４）指定管理業務の準備  

指定管理者は、指定の日に円滑に業務を開始するため、指定の日前に必要な

準備を開始していただきます。準備に要する費用については、指定管理者の負

担となります。  

  

1１ 仮協定書・本協定書で締結する事項  

（１）事業及び管理業務の実施内容に関する事項 

（２）施設の種別に応じた必要な体制に関する事項 

（３）施設の使用料の扱いに関する事項（利用料金制） 

（４）市が指定管理者に支払うべき管理費用に関する事項 

（５）施設の補修等に関する事項 

 （６）個人情報の保護に関する事項 

（７）情報公開に関する事項 

（８）苦情処理に関する事項 

（９）モニタリングに関する事項 

（10）事業報告に関する事項 

（11）利用者アンケート等の実施に関する事項 

（12）リスク分担に関する事項 

（13）指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

（14）事故等に係る損害賠償請求に関する事項 

（15）あきる野市環境基本条例の遵守に関する事項 

（16）その他市長が必要と認める事項 

 

1２ 指定管理者に係る基本事項  

（１）関係法令等の遵守  

指定管理業務の実施に当たっては、次に掲げる法令を遵守してください。 

ア 地方自治法  

イ あきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例  

ウ あきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例  

エ あきる野市体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則  

オ あきる野市公民館の設置及び管理に関する条例 

カ あきる野市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則 

キ あきる野市個人情報保護条例  
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ク あきる野市情報公開条例  

ケ あきる野市暴力団排除条例 

その他関係法令を遵守するとともに公平性の保持及び安全確保に努めていた

だきます。  

（２）管理人員  

仕様書を参照してください。  

 （３）指定管理に係る経費  

ア 指定管理に係る経費を算定するに当たり、あらかじめ指定管理期間（５か年

分）内の収支計算書を提出していただきます。 

イ 収支計算書については、仕様書の別紙１「あきる野市体育施設及び公民館指

定管理者収支予算書(モデル)」を参考とし、計上してください。また、提案額

については「あきる野市体育施設及び公民館指定管理者収支予算書(モデル)」

内の「指定管理料」を上限とします。 

ウ 指定管理に係る経費、支払時期、支払方法等については、協定により定めま

す。 

（４）業務の委託  

      包括的な業務の委託については認められません。個別の業務（清掃・保守点

検業務等）の委託については、事前に教育委員会と協議が必要です。  

（５）その他  

    ア 指定管理者が行う施設の管理の適正を期するために本市が行う指示に従わ

ないとき、その他指定管理者による管理を継続することが適当でないと認め

るときは、地方自治法第２４４条の２第１１項の規定に基づき指定管理者の

指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命じる

ことがあります。  

    イ 本件業務に関する本市職員との接触により、申込み及び選定についての情

報を不正に入手する等の事実が認められた場合は、失格や指定の取消しとな

ります。  

ウ 新たに人員を雇用する際は、市内在住者の雇用を優先してください。  

   

1３ 問合せ先  

・秋川体育館 

 あきる野市教育部スポーツ推進課スポーツ推進係 担当：浦野 山﨑 

住    所 ：あきる野市二宮６８３番地  

電話番号 ：０４２－５５９－１１６３  

ＦＡＸ番号：０４２－５５９－１２２７ 

E-mail sports@city.akiruno.tokyo.jp 

・中央公民館 

 あきる野市教育部公民館公民館係 担当：吉澤 中村 

住    所 ：あきる野市二宮６８３番地  
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電話番号 ：０４２－５５９－１２２１  

ＦＡＸ番号：０４２－５５９－１２２７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

体育施設及び公民館指定管理者募集説明会参加申込書体育施設及び公民館指定管理者募集説明会参加申込書体育施設及び公民館指定管理者募集説明会参加申込書体育施設及び公民館指定管理者募集説明会参加申込書    

 

１１１１    参加団体等参加団体等参加団体等参加団体等    

（１） 住  所：                            

（２） 団体名等：                            

（３） 代 表 者：                            

２２２２    連絡先連絡先連絡先連絡先    

（１） 電話番号：                             

（２） ＦＡＸ番号：                            

（３） メールアドレス：                          

３３３３    説明会参加者説明会参加者説明会参加者説明会参加者    

 説明会参加者 

氏  名 所属（部署）名 役  職 連 絡 先 

    

    

  ※ 平成２４年１０月１２日（金）午前９時３０分から   

中央公民館       

    

４４４４    参加申込書の提出先参加申込書の提出先参加申込書の提出先参加申込書の提出先        

  あきる野市教育部スポーツ推進課スポーツ推進係 担当：浦野 山﨑 

住    所 ：あきる野市二宮６８３番地  

電話番号 ：０４２－５５９－１１６３  

ＦＡＸ番号：０４２－５５９－１２２７ 

E-mail：sports@city.akiruno.tokyo.jp 

別 紙 １ 



 13 

体育施設及び公民館体育施設及び公民館体育施設及び公民館体育施設及び公民館指定管理者質問票指定管理者質問票指定管理者質問票指定管理者質問票    

 

１１１１    団体等団体等団体等団体等    

（１） 住  所：                            

（２） 団体名等：                            

（３） 代 表 者：                            

２２２２    連絡先連絡先連絡先連絡先    

（１） 電話番号：                             

（２） ＦＡＸ番号：                            

（３） メールアドレス：                          

３３３３    質問事項質問事項質問事項質問事項    

 

 

別 紙 ２ 
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様式第1号(第3条関係) 

 

年  月  日 

 

 あきる野市長 殿 

 

所在地              

名 称              

代表者氏名          ㊞ 

 

指定管理者指定申請書 

 

 

 指定管理者の指定を受けたいので、あきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する

条例第3条の規定により下記のとおり申請します。 

 

記 

 

1 指定を受けようとする公の施設の名称 

 

 

2 添付書類 

別 紙 ３ 
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人員配置計画書 

 

                                      団体名：                

 

従事職務 
人数 

（Ａ） 

（Ａ）の人数内訳 （Ａ）のうち 

あきる野市民

の人数 

（Ａ）のうち 

女性の人数 

（Ａ）のうち 

障がい者の人

数 

（Ａ）のうち 

高齢者の人数 
常勤 非常勤 臨時雇い 

その他 

（派遣等） 

１           

２           

３           

４           

５           

６           

７           

８           

９           

１０           

合計           

１ ｢従事職務｣は、窓口応対、設備管理、警備など主に従事する職務を記載してください。区分しないときは｢その他｣としてください。 

２ 障がい者とは、身体障害者手帳、精神障害者手帳、愛の手帳（又は他県の同様のもの）所持者をいいます。 

３ 高齢者とは、６５歳以上の者をいいます。 

４ 再委託する業務に従事する者にあっては、再委託先で雇用される場合は除いてください。 

５ 人員配置について、特記事項があれば記入してください。 
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